
市民税・県民税とは

●毎年１月１日に住んでいる市町村に納める税金です。

●前年の１月１日から１２月３１日までの１年間で一定以上の収入がある場合にかかります。

●引っ越しをした場合も、その年の１月１日に住んでいた市町村に全額を納めます。

市民税・県民税税額決定・納税通知書の見方

市民税・県民税は前年中の収入金額と控除金額により計算され、６月から課税されます。

◎普通徴収…年4回(6月末・8月末・10月末・翌年１月末）に分けて納付書等により直接納付する方法

◎特別徴収…毎月の給与（6月～翌年5月）や公的年金から差し引いて納付する方法

市の税金は、納期限までに支払わなければなりません。納期限を過ぎると、延滞金が加算されます。

納付が難しい場合や納付方法についてご相談がある場合は納税課にご連絡ください。

課税の基となった収入（所得）金額と控除金額です。

前年の１月から１２月までの収入で課税されます。

・市役所に提出する市民税・県民税申告書

・税務署に提出する確定申告書

・会社が市役所に提出する給与支払報告書

などを基に税額を計算しています。
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控除収入

公印

お電話でお問い合わせの際は

この番号を教えてください。

あなたが支払う１年間の

市民税・県民税の金額です。

市民税・県民税は年４回に分けて

納付します。各回の納付額と納期

限が書かれています。
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